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 はじめに  
 
 
 法に基づく本計画の位置づけ 

 

○地球温暖化対策地方公共団体実行計画とは 

「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づき、地方公共団体は国の温暖化対策に関

する計画である「地球温暖化対策計画」に即して、「地方公共団体実行計画」を策定するこ

とが義務付けられています。地方公共団体実行計画は、大きく分けて「事務事業編」と「区

域施策編」の 2編から構成されます。本書では「事務事業編」について記載いたします。 

 「事務事業編」とは 

地方公共団体自らの事務・事業に伴い発生する温室効果ガスの排出削減等の計画を

策定し、計画期間に達成すべき目標を設定し、その目標を達成するために実施する措

置の内容を定めるよう求められているもので、全ての地方公共団体において策定義務

があります。（地球温暖化対策の推進に関する法律第 20条の 3第１項） 

 

 「区域施策編」とは 

その区域の自然的社会的条件に応じて温室効果ガスの排出の抑制等を行うための施

策についての計画を策定するもので、都道府県、政令指定都市、中核市、特例市にお

いて策定義務があります。（地球温暖化対策の推進に関する法律第 20 条の 3 第 3 項及

び第 4項） 

 

○札幌市の地方公共団体実行計画 

これまでは、札幌市の地方公共団体実行計画「札幌市温暖化対策推進ビジョン」（2011

年 3 月策定）に基づき温暖化対策を進めてきましたが、東日本大震災に伴う福島第１原子

力発電所の事故を受け、国のエネルギー政策や温暖化対策を取り巻く状況の変化などを踏

まえ、新たな計画を策定することといたしました。 

なお、2014 年 10 月末時点において、国の「地球温暖化対策計画」は策定されていませ

んが、「当面の地球温暖化対策に関する方針（2013年 3月 15日、地球温暖化対策推進本部

決定）」では、「地球温暖化対策を切れ目なく推進する必要性に鑑み、新たな地球温暖化対

策計画の策定にいたるまでの間においても、地方公共団体、事業者及び国民には、それぞ

れの取組状況を踏まえ、京都議定書目標達成計画に掲げられたものと同等以上の取組を推

進することを求める」としており、本計画はこの方針を踏まえて策定したものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく本計画の位置づけ 

地球温暖化対策の推進に関する法律

地球温暖化対策計画

（国の温暖化対策に関する計画）

地方公共団体実行計画

（区域施策編）

（札幌市温暖化対策推進計画）

地方公共団体実行計画

（事務事業編）

（札幌市役所エネルギー削減計画）
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計画の基本的事項 第１章 
 
 
 １ 計画の目的 
 

「地球温暖化対策の推進に関する法律（以下「温対法」という。）」では、各自治体にお

ける事務及び事業に関して温室効果ガスの排出量の削減並びに吸収作用の保全及び強化の

ための措置について定めることが義務付けられています。 

札幌市では、2011年 3月に札幌市温暖化対策推進ビジョンを策定し、市役所の率先取組

を掲げ、温室効果ガス削減を進めてきました。 

今回、同ビジョンを改定するにあたり、自ら排出する温室効果ガスの削減をより一層図

るとともに、市民・事業者などへの率先取組とすることを目的として本計画を策定します。 
 
 ２ 計画の位置づけ 
 

本計画は、札幌市の最上位計画である札幌市まちづくり戦略ビジョンにおいて掲げてい

る「低炭素社会と脱原発依存社会を目指した持続可能なまちづくりを進め、世界に誇れる

環境首都を実現する」という方針を反映しています。 

また、温暖化対策はエネルギー施策と密接に関係するため、相互に連携した取組が必要

であることから、2014年 10月に策定した札幌市エネルギービジョンとの整合にも留意し、

札幌市温暖化対策推進計画とともに、具体的な温暖化対策を示しています。 

 

 

 

 

 

 
 

 

図 2 札幌市における主な計画との関係 

 
 ３ 計画の範囲と対象とする温室効果ガス 
  

本計画は市役所の全ての組織に適用します。また、本計画における対象とする温室効果

ガスは、温対法第 2 条の 3 に基づき、二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、ハイドロフル

オロカーボン、パーフルオロカーボン、六ふっ化硫黄、三ふっ化窒素の計７種類とします。 

 
 ４ 計画期間 
 

札幌市まちづくり戦略ビジョンや札幌市エネルギービジョンと計画期間の整合を図り、

2022年までを計画期間として、率先した温暖化対策を行っていきます。 
 

 

 

 

  

計画期間：2015年～2022年 

札幌市まちづくり戦略ビジョン
（ビジョン編 年 月策定、戦略編： 月策定）

札幌市エネルギービジョン
（ 年 月策定）

反映 反映

整合

札幌市役所エネルギー
削減計画

（ 年 月策定）

札幌市温暖化対策
推進計画

（ 年 月策定）
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 ５ 基準年度 
 

旧計画（札幌市温暖化対策推進ビジョン）にて、市役所の率先取組として、2009年から

2020年まで毎年平均１％以上のエネルギー使用量の削減を目指し、市役所の温室効果ガス

削減に取り組んできたことから、今後も引き続き、2009年度を基準年度として進捗管理を

行っていきます。 

 

 

 

 

 ≪コラム：札幌市まちづくり戦略ビジョンと札幌市エネルギービジョン≫ 

札幌市まちづくり戦略ビジョン（2013年 10月策定） 

 

 

札幌市エネルギービジョン（2014年 10月策定） 

  

 

 
 

基準年度：2009年度 

幅広い分野に渡る総合計画として、札幌市の最上位に位置づけている計

画であり、重点テーマの１つとして「低炭素社会・エネルギー転換」を掲

げ、環境負荷の少ない都市の形成やエネルギー効率と安全性の向上を推進

することとしています。 

目指すべき将来のまちの姿を描いた「ビジョン編」と、主に札幌市が優

先的・集中的に実施することを記載した「戦略編」の２編で構成されてお

り、計画期間は2013年度から2022年度まで、目標年を2023年度と

しています。 

 

札幌市まちづくり戦略ビジョンに基づき、市民、事業者、札幌市が

エネルギー利用の目指す姿を共有し、エネルギーの有効利用が進んだ

社会と脱原発依存社会を目指した持続可能なまちづくりを推進する

ため、2014年 10月に策定しました。 

目指す姿「エネルギーを創造する環境首都・札幌～低炭素社会・脱

原発依存社会を目指して～」の実現に向けて、計画期間は 2014 年

度から2022年度までとし、熱利用エネルギーを2010年度比15％

削減、2010年度の原子力発電相当分の50％を「省エネルギーの推

進」「再生可能エネルギーの導入拡大」「分散電源の導入拡大」の３つ

の施策を推進することによって転換するという目標を掲げています。 

図  札幌市エネルギービジョン

図  札幌市まちづくり戦略ビジョン
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市役所の温室効果ガス排出量の推移 第２章 
 
 
   
   １ 温室効果ガス排出量の算定方法 
   
 

市役所は一事業者として温対法第21条の2に基づき事務事業に伴い発生する温室効果ガ

ス排出量について国に報告することが義務づけられています。 

本計画においては、エネルギー起源二酸化炭素1、非エネルギー起源二酸化炭素2、一酸化

二窒素、メタンについて温対法に規定する方法により算定します。 

なお、温対法施行令第 5 条の 2 の規定では、温室効果ガスの種類ごとに排出量が CO2換

算で 3,000t未満の場合は、法に基づく報告対象外として取り扱うこととされています。現

在、市役所においては、ハイドロフルオロカーボン、パーフルオロカーボン、六ふっ化硫

黄、三ふっ化窒素は、極めて少ないことから、算定の対象としませんが、排出の実態に変

更が生じた際には随時算定するものとします。 

 
   
   ２ これまでの排出実績 
   

 

市役所の事務事業において排出している温室効果ガスは、エネルギー起源二酸化炭素、

非エネルギー起源二酸化炭素、一酸化二窒素、メタンの４種類でほとんどを占めています。 

エネルギー起源二酸化炭素以外の温室効果ガスは、主に廃棄物の処理部門などから排出

されています。2013 年度の温室効果ガス排出量は約 789,000t-CO2 で、2012 年度の約

641,000t-CO2に比べ、約 23％増加しています。これは、原子力発電所の運転停止による化

石燃料を用いた発電への転換により、電力排出係数が増加したことが主な要因です。 
 

 

図 5 市役所における温室効果ガス排出量の推移 

 

1【エネルギー起源二酸化炭素】燃料の燃焼、他者から供給された電気又は熱の使用に伴い排出される二酸化炭素 
2【非エネルギー起源二酸化炭素】廃棄物の焼却等に伴い排出される二酸化炭素 
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旧計画（札幌市温暖化対策推進ビジョン）に基づく取組の総括 第３章 
 
 
   
   １ これまでの目標 
   
 

札幌市温暖化対策推進計画（区域施策編）においては、温室効果ガス排出量を削減目標

としておりますが、市役所では、旧計画（札幌市温暖化対策推進ビジョン）において、「毎

年平均１％以上（2009 年～2020 年で 11％）のエネルギー使用量3の削減」という目標を掲

げ、エネルギー使用量の削減を中心に温室効果ガス削減に取り組んできました。 
 

 

 

 

 
   
   ２ 旧計画の進捗状況と課題 
   
 

市役所では、「毎年平均１％以上（2009年～2020年で 11％）のエネルギー使用量の削減」

という目標を達成するため、旧計画（札幌市温暖化対策推進ビジョン）に記載する 10のア

クション「札幌市の率先取組」の内容に基づき取組を進めてきましたが、2011年度までは

猛暑・極寒などの天候の影響による冷暖房負荷の増加や新規施設の増加などによりエネル

ギー使用量が増加しました。 

市役所の事務事業におけるエネルギー使用の特徴は、電力使用が大半を占めています。 

このことから、目標達成のためには、電力使用の削減が重要な課題でありましたが、東

日本大震災に伴う原子力発電の運転停止を契機に、市役所一丸となって節電率先取組など

を実施したことから、2012年度には電力使用を中心にエネルギー使用量は減少に転じ、2013

年度は前年度より 2.4％減少しました。 

しかしながら、結果として、2013年度は 2009年度比 1.3％増となり、目標を達成するた

めには、2020 年度には 2013 年度と比べて 26,382kL（原油換算）のエネルギー削減が必要

となります。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             図 6 市役所におけるエネルギー使用量（原油換算）の推移  

3【エネルギー使用量】電力、燃料の使用量の合計、ここでは、原油換算で表す。 

毎年平均１％以上（2009年～2020年で 11％）のエネルギー使用量の削減目標 

これらの現状を踏ま

え、今後も電力使用の削

減を重要な課題として

位置づけ、省エネルギー

推進及び再生可能エネ

ルギー最大限活用を柱

に、エネルギー使用量削

減に向けた取組をより

一層強化します。 
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計画推進のための基本方針と新たな目標 第４章 
 
 
   
   １ 計画推進のための基本方針 
   

札幌市温暖化対策推進計画（区域施策編）においては、目指すべき将来の札幌の姿とし

て、「世界に誇れる持続可能な低炭素社会『環境首都・札幌』」を掲げ、「低炭素社会の実現

に向けて目指すべき６つの社会像」を設定しており、市役所の事務事業においても社会像

の実現に向けて率先した取組を進める必要があります。 

本計画を推進するため、６つの基本方針を定め、この方針に従って具体的な取組を進め

ていきます。 

基本方針１ スマートな省エネルギーを実践します。 

基本方針２ 再生可能エネルギーを最大限活用します。 

基本方針３ 分散型エネルギー供給拠点の創出を目指します。 

基本方針４ 廃棄物の発生・排出抑制、再資源化を推進します。 

基本方針５ 次世代自動車の導入及びエコドライブを推進します。 

基本方針６ みどりの保全・創出を推進します。 

 
   
   ２ 新たな目標 
   

市役所では 2009年度から毎年平均１％以上のエネルギー使用量の削減を目標とし、温室

効果ガス削減に取り組んできたことから、今後も引き続き、エネルギー使用量の削減を目

標としていきます。また、札幌市まちづくり戦略ビジョンや札幌市エネルギービジョンと

計画期間の整合を図り、2022年を目標年とします。 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7 新たな目標  

毎年平均１％以上（2009年～2022年で 13％）のエネルギー使用量の削減目標 
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≪コラム：市有施設における節電率先取組について≫ 

市有施設における節電率先取組について 

 

 

 

 

 
①【スリムシティさっぽろ計画（改定版）】「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づいて策定した札幌市の一般廃棄

物処理基本計画。平成 20年 3月策定、平成 26年 3月改定。 
② 【札幌市みどりの基本計画】緑地の適正な保全と緑化の推進方策に関する施策について定める緑に関する総合的な計画。  

昭和 57年策定。平成 23年改定。 
③【生物多様性さっぽろビジョン】札幌市の生物多様性保全のための基本指針。平成 25年 3月策定。 

○目標設定の考え方 

市役所の事務事業により排出される温室効果ガスはエネルギー起源二酸化炭素が約７割をしめて

おり、温室効果ガス削減のためには、エネルギーの削減に重点的に取り組むことが効果的です。 

また、エネルギー使用量を温室効果ガスに換算する際には排出係数を用いますが、特に電力につい

ては、電気事業者の各発電所の稼働状況により毎年大きく変化します。市役所は使用するエネルギー

の大部分が電力であることから、温室効果ガスに換算すると取組の効果が見えにくくなります。これ

らのことから、エネルギー起源の温室効果ガス排出量ではなく、エネルギー使用量を数量的な目標と

しています。 

なお、2013年から 2022年までにエネルギー使用量を約 3万 kL（原油換算）削減すると、温

室効果ガスでは約７万８千-tCO2の削減に相当します。 

また、エネルギー起源二酸化炭素以外の温室効果ガス

は、主に廃棄物部門などより排出されていますが、これ

らについては、スリムシティさっぽろ計画（改定版）①

に基づくごみ減量の取組などにより削減を進めます。 

併せて、札幌市みどりの基本計画②、生物多様性さっ

ぽろビジョン③などの関連計画に基づく取組によって温

室効果ガスの吸収作用の保全及び強化を進め、市役所の

事務事業から排出される温室効果ガス全体の削減を推

進します。 

 図 8 市役所における燃料別エネルギー使用割合

（2013年度実績）

市役所では、2012 年度より率先して節電に取り組んでいます。市有施設を、清掃工場、上下水

道関係施設、地下鉄等交通関連のインフラ系施設の他、本庁舎や区役所などの庁舎関連施設、札幌ド

ームや円山動物園、体育館などの市民利用施設、病院、学校に分類し、最大需要電力の削減目標を定

めています。なお、2012年度、2013年度ともに削減目標を達成しました。 

今後も継続的なエネルギー使用量削減のため率先して節電に取り組んでいきます。 

達成

図  節電取組結果（夏） 図  節電取組結果（冬）

10.2％ 10.4％ 

13.9％ 14.6％ 

2012 2013

夏の節電取組結果（削減率） 

（7月~9月） 

目標 結果 

7.3％ 7.8％ 
8.5％ 

9.5％ 

2012 2013

冬の節電取組結果（削減率） 

（12月~2月） 

目標 結果 

達成
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   ３ 計画推進のための具体的な取組 
   

計画推進のため、これまでの取組を継承するとともに、６つの基本方針を取組の柱とし、

具体的な取組を進めていきます。 

 

≪コラム：市有施設における再生可能エネルギーの導入について≫ 

市有施設への多様な再生可能エネルギー機器の導入について 

 

札幌市にとって太陽光発電は、最も普及拡大が期待できる再生

可能エネルギーです。 

市有施設の新築や改築時には原則的に太陽光発電を設置しま

す。 

また、小型風力、水道や下水道施設等を活用した小水力発電、

木質バイオマスや雪冷熱等を活用した熱利用を拡大します。 

併せて、清掃工場の更新時にごみ焼却エネルギーをより効率的

に回収するシステムを導入し、廃棄物発電や熱利用を推進するた

め、調査・検討を行っていきます。 

このように、市役所では今後も多様な再生可能エネルギー機器

の導入を推進します。 

図  蒸気タービン発電機

（白石清掃工場）
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 市有施設の設備・機器の運用改善によりエネルギー使用の効率化を推進します。 

 市有施設の設備・機器の保守管理を適切に実施することによりエネルギー使用の効

率化を推進します。 

 市有施設のエネルギー使用量の見える化を推進します。 

 札幌市公共工事環境配慮ガイドライン4、札幌市公共建築物環境配慮ガイドライン5、

雪対策環境配慮ガイドライン6に基づき環境負荷を低減します。 

 札幌市グリーン購入ガイドライン7などに基づき環境負荷の少ない製品やサービス

の利用を推進します。 

 職員は省エネ行動を推進します。 

【取組の例】 

 札幌市環境マネジメントシステム8の運用により省エネ行動を推進します。 

≪コラム：市有施設におけるエネルギーの見える化の推進について≫ 

デマンド監視装置の導入などによるエネルギーの見える化推進 

                         

   

4【札幌市公共工事環境配慮ガイドライン】札幌市の土木工事おける環境配慮事項を定めたもの。 
5【札幌市公共建築物環境配慮ガイドライン】札幌市の公共建築物の建設における環境配慮事項を定めたもの。 
6【雪対策環境配慮ガイドライン】札幌市の雪対策における環境配慮事項を定めたもの。 
7【札幌市グリーン購入ガイドライン】グリーン購入（環境への負荷ができるだけ少ないものを選んで購入すること）を

推進するための事項を定めたもの。 
8【環境マネジメントシステム】事業活動やサービス等により組織が環境に与える影響を自主的に低減するために PDCA

（Plan:計画→Do:実施→Check:点検・評価→Act：改善・見直し）のサイクルを繰り返すことによって、環境保全の取組 

を継続的に改善していく仕組み。 

基本方針１ スマートな省エネルギーを実践します。 

省エネ行動の実践 

市有施設は多くの施設で高圧受電を契約してい

ますが、契約電力はデマンド値を基準として決定し

ます。 

デマンド監視装置とは電気の使用状況を計測・予

測し、電気の使用量が設定した値を超えそうな場合

に警報を鳴らす装置です。警報がなったら、あらか

じめ決めておいた機器を停止することで、デマンド

値を低減することができます。また、監視装置によ

っては、警報時に自動で計器を停止できるものもあ

ります。 

市有施設では、このような装置の導入などにより

エネルギーの見える化を推進します。

◆事例：市役所本庁舎において電力見える化実証実
験を実施したところ、電灯において13.2%、コンセ
ントにおいて10.6%、平均 11.8%の電力使用量を
削減しています。 

図  エネルギー見える化の例
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一般的にロードヒーティングは「外気温」や「地中温度」、「路面の濡れ」など

の条件により自動でオンオフする仕組みになっています。これらの設定値を適正

化するとともに夜間停止などを検討することにより大きな省エネ効果が期待で

きます。 

≪コラム：市有施設における省エネ取組の強化に向けて≫ 

札幌スマートシステム（札幌版省エネ技術）の確立と実施 

札幌市では平成 22 年から市有施設においてモデル施設を選定し、設備機器の運用改善等の実験を行

っています。この実験で得られた省エネ手法を標準化し、積雪寒冷地である札幌市特有の省エネ技術を

確立し、市有施設での省エネ取組を強化します。 

札幌スマートシステム確立のための５つの視点 

１ 積雪寒冷地における暖房負荷軽減 ２ 冷涼な気候を生かした冷房負荷軽減 

居室内の空気環境の保持には、換気が必要ですが、

必要以上の換気は暖房が無駄になることから空調設

備の間欠運転等適切な調整を行うことが重要です。

また、建物の給排気のバランスを調整することによ

り、外気の侵入をふせぎ、暖房負荷を軽減します。 

      

冷凍機の設定温度、流量などは本州レベルの大き

な熱負荷を想定して設定していることがあります。

札幌の冷涼な気候にあわせて設定を見直すことが必

要です。また、早朝の外気を取り入れ建物を予冷し

日中の冷房エネルギーを削減するナイトパージも有

効です。 

  

 

３ ロードヒーティング等融雪設備の対策 

                              

 

４ 室外機や熱交換器の洗浄による機能回復 ５ 設備の保温による熱効率の改善 

室外機、全熱交換器、プレート型熱交換器等にスケ

ール等の汚れが付着していると、熱効率がおちてしま

います。適切な洗浄方法とタイミングで熱交換器を洗

浄することで熱効率をあげることが可能です。 

 

 

 

 

熱交換器や温水冷水を運ぶ配管等は、なるべく外

気と触れさせず、熱を漏らさないことが重要です。

これらを適切に保温することにより熱効率を改善す

ることが可能です。 

    

◆事例：札幌市こどもの劇場やまびこ座では少しずつ設定変更を行い 3
か月かけて最適な運用を発見。約６５％の省エネを達成しました。 

◆事例：札幌市中央
図書館において空
調設備の間欠運転
を実施したところ
約１５％の省エネ
を達成しました。 

図  吸排気バランス 図  設定の見直し

図  やまびこ座

図  洗浄作業の様子 図  保温の例
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 市有施設に省エネルギー設備・機器の導入を推進します。 

 【取組の例】 

 下水道関連設備の更新時期に合わせエネルギー効率の高い設備に更新します。 

 地下鉄駅エレベーターの更新時に省エネルギー効果の高い機器に更新します。 

 水道関連施設において、エネルギーを利用して高台地区へ給水を行うポンプ場は施設の整

備や更新の際に施設の集約・移設の検討を行い、エネルギー面で効率的な施設の配置や高

効率の設備の導入を進めます。 

 

 市有施設の照明の LED化に、より一層取り組みます。 

【取組の例】 

 市設街路灯の LED化を推進します。 

 公園照明の LED化を推進します。 

 地下鉄駅の各種電照標識の LED 化や非電照化を推進するとともに、駅舎照明、電照広告枠

についても LED化を推進します。 

 

 

 

 市有施設の新築、増改築、大規模修繕などの機会を活用して、建物の高断熱化・高気

密化を図っていきます。 

 市有施設において CASBEE札幌9を活用し、環境品質・性能の向上と環境負荷を低減し

ます。 

 

≪コラム：市有施設における照明の LED化の推進について≫ 

札幌市時計台における LED照明の導入 

                       

 

【CASBEE札幌】「環境に配慮した建築物」の普及・促進を図ることを目的として、2,000㎡以上の建築物の新築、増改築、
修繕、模様替、建築物への空気調和設備等の設置または改修を行う建築主などが、自らその建築物に係る環境に配慮
した事項について評価を行い、その結果を札幌市に提出することを義務付ける制度。 

省エネ設備・機器の導入 

省エネ建物の推進 

札幌市時計台では、平成26年 8月に館内外の照明を LEDに変更

しました。 

札幌市時計台は国指定の重要文化財であるため、時計台の歴史や雰

囲気を壊さないよう照明の色味や器具の外観が既存と変わらないよ

う配慮しています。 

また、札幌市時計台は、道内、国内及び世界から人が集まる場所で

あり、その時計台を LED 化したことは環境負荷低減のメッセージを

札幌市を発信源として広く伝えるものです。 

札幌市ではより一層市有施設の照明の LED 化に取り組んでいきま

す。

図  札幌市時計台
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 市有施設への木質バイオ燃料利用設備の導入を進めます。 

【取組の例】 

 白石区複合庁舎にペレットボイラーの導入を予定しています。 

 北方都市の特殊性を活かした、雪冷熱などの未利用エネルギーの市有施設への導入を

検討していきます。 

   

 
 市有施設の規模や利用状況にあわせて地中熱ヒートポンプ等の導入を検討していきます。 

【取組の例】 
 白石区複合庁舎に地中熱ヒートポンプの導入を予定しています。 

 消防署出張所などに地中熱ヒートポンプの導入を検討します。 

 

 

 

 廃棄物発電や熱利用により、ごみ焼却時に発生するエネルギーを有効利用します。 

 駒岡清掃工場の更新時にごみ焼却エネルギーをより効率的に回収するシステムを導

入します。 

 西部スラッジセンター焼却炉改築に合わせ、廃熱を利用した発電設備の設置を検討し

ます。  

基本方針２  再生可能エネルギーを最大限活用します。 

太陽光発電の導入推進 

再生可能エネルギーの導入推進 

廃棄物発電・熱利用推進 

 市有施設に積極的に太陽光発電を導入します。 

【取組の例】 

 学校への太陽光発電設備の設置を推進します。 

 交通局車両基地屋上へ太陽光発電設備を設置します。 

 設置が妥当な水道施設・庁舎への太陽光発電設備の導入

を進めます。 

 まちづくりセンターなど小規模施設へ太陽光発電設備

の導入を進めます。 

 

図  太陽光パネルと発電モニター

（市役所本庁舎）

 市有施設への小水力発電設備の導入を進め
ます。 

【取組の例】 
 平岸配水池と白川浄水場に小水力発電設備を導

入します。 

 豊平川水道水源水質保全事業への小水力発電設

備導入に向けた検討を進めます。 

 手稲水再生プラザにおいて小水力発電設備の導

入を予定しています。 図  小水力発電設備（藻岩浄水場）
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 都心においては、ビルの新築、建て替え時などには、自立分散型エネルギー供給

拠点の整備を促進します。 

【取組の例】 

 北1西１の市民交流施設などの再開発事業にあわせて自立分散型エネルギー供給拠点を整

備します。 

 地域熱供給地域内における市有施設新設時には、熱供給ネットワークへの接続を

検討します。 

 

 

 

 

 

 

 市有施設において、廃棄物の発生・排出を抑制します。 

【取組の例】 

 札幌市環境マネジメントシステムの運用により廃棄物の発生・排出を抑制します。 

 札幌市グリーン購入ガイドラインなどに基づき環境負荷の少ない製品やサービスの

利用を推進します。 

 札幌市公共工事環境配慮ガイドライン、札幌市公共建築物環境配慮ガイドライン、

雪対策環境配慮ガイドラインに基づき環境負荷を低減します。 

 

 

 

基本方針３  分散型エネルギー供給拠点の創出を目指します。 

分散電源の導入推進 

基本方針４  廃棄物の発生・排出抑制、再資源化を推進します。 

廃棄物の発生・排出抑制 

リサイクルの推進 

 市有施設において、リサイクルを推進します。 

【取組の例】 

 下水汚泥リサイクルを推進します。 

 道路工事でのリサイクルを推進します。 

 学校給食の食品残渣や調理くずの堆肥化や飼料化

等により、リサイクルを推進します。 

図  フードリサイクル授業の様子

 市有施設の規模や熱利用状況にあわせて、コー

ジェネレーション、燃料電池を導入します。 

 

 まちづくりセンターなど小規模施設に太陽電池

と蓄電池を導入し、蓄電システムの普及啓発に

努めます。 

図  コージェネレーションシステム

（札幌ドーム）
エネルギーネットワークの構築と接続の推進 
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 将来的に札幌市の全ての公用車を次世代自動車に切り替えるよう、積極的に導入を

進めます。 

【取組の例】 

 公用車の次世代自動車導入指針10の運用により推進します。 

 

 

 

 エコドライブを推進します。 

【取組の例】 

 職員への周知や講習会の開催などによりエコドライブを推進します。 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 市街地を取り巻く重要な樹林地を計画的に公有化します。 

【取組の例】 

 都市環境林、特別緑地保全地区などとして取得します。 

 

  

10【公用車の次世代自動車導入指針】公用車の導入の際には、次世代自動車（電気自動車、天然ガス自動車、ハイブリッ

ド車など）の導入を推進することを定めたもの。 

 市有施設において、みどりのカーテンをはじめとし

た壁面緑化などの導入を進めます。 

【取組の例】 

 市役所や児童会館、区保育・子育て支援センター（ち

あふる）などに、みどりのカーテンを設置します。 

基本方針５  次世代自動車の導入を推進し、エコドライブを実践します。 

次世代自動車導入 

公共交通機関利用促進 

エコドライブ推進 

基本方針６  みどりの保全・創出を推進します。 

みどりの保全 

みどりの創出 

 通勤・外勤時に加え日常生活においても車の使用

を控え、公共交通機関などを積極的に利用します。 

【取組の例】 

 職員は札幌市環境マネジメントシステムの運用に

より公共交通機関などの利用を推進します。 

図  みどりのカーテン（ちあふる・ひがし）
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計画の推進・進行管理 第５章 
 
 
   
   １ 推進体制 
   

 

市役所における計画の推進は札幌市環境マネジメントシステム（ＥＭＳ）運営組織体制

により実施します。 

 
   
   ２ 計画の進行管理 
   

 
 (1) 点検、評価 

 

本計画の進行管理は、札幌市環境マネジメントシステムの PDCAサイクルにより行いま

す。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各局（区）長
 

環境管理事務局 

環境管理事務局長（環境管理担当部長）  

環境管理事務局（環境共生推進担当課）
 

1

 

環境管理責任者
 

（環境局長）

 

 市長・副市長

 

各局（区）ＥＭＳ事務局  

事務局長（各局（区）庶務担当部長）  

事務局（各局（区）庶務 担当課） 

 

環境監査員※

 

連携 

実施組織
 

※環境管理責任者が指名する職員であり、監査を実施する。 

図 25 本計画における PDCAサイクル 

  

継続的な

改善 

Act 

  取組の見直し 

  （市長取組指示） 

Plan 

・目標の設定

・目標達成に向けた取組の策定

Check 

・目標達成状況の点検、評価 

・監査、省エネ活動支援

Do 

・目標達成に向けた取組の実践

・エネルギー使用量等の把握 

図 24 推進体制 
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また、環境管理事務局は、各局（区）の取組結果を集約し、目標の達成状況に応じて

札幌版省エネ技術を活用した省エネ活動支援を行うなどエネルギーマネジメントを強化

します。 

 

環境管理事務局によるエネルギーマネジメント 

１ エネルギーの効率的使用による省エネ取組の推進 

・執務環境や利用実態に応じて本当に必要なエネルギー（＊）を効率的に使用する省エ

ネへの転換を進める。 

・既存の設備機器の運用改善を中心とした各施設の省エネ支援を継続する。 

  

（＊）本当に必要なエネルギーは各施設における単位面積あたりのエネルギー使用量などにより評価しま

す。 

 

２ エネルギー使用量の見える化推進 

・やる気を高め、より省エネが進む効果的な「見える化」の取組を推進する。 

・各部署の省エネ取組の推進につながる効果的な「見える化」情報を提供する。 

 

 

 
 (2) 公表 

  

   
   ３ 計画の見直し 
   

 

本計画の見直しについては、国の「地方公共団体実行計画（事務事業編）策定・改訂の

手引き」（2014 年３月 環境省）に基づき、国の温暖化対策やエネルギー政策の動向、市

役所における温暖化対策の進捗などを踏まえ、おおむね５年ごとに見直しの検討を行いま

す。

 

 

 

点検、評価の結果については、年に１回、札幌市環境マネ

ジメントレポートやホームページなどにより、市民に公表し

ます。

図  環境マネジメントレポート



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


